
地 元 の 自 治 会 や 町 会、
区 へ 加 入 し ま し ょ う！

問い合わせ先　役場総務課　秘書広聴係（利根町区長会事務局）
☎６８－２２１１（内線５０３）

　町内にも、多数の住民自治組織があります。自治会や区など、地
域によって名称が異なりますが、自治会や区では、 住みやすく安心・
安全な地域づくりを目指すため、防犯 ・防災活動や清掃活動、レク
リエーション活動など、地域に密着した活動を行っています。転入・
転居された方は、地元の自治会などに入会し「いざ」という時のた
めにも、普段から地域の絆を深めておきましょう！
　団体への加入は、地元の自治会長や区長、または班長へご連絡く
ださい。

※特に「共助」では、近隣の人たちが互いに助け合い地域を
守ること、また備えることの大切さが示されています。
自分の住んでいる地域は、お互いの協力や助け合いで成り
立っていることを、改めて再認識しましょう。

【自助】
　自ら（家族も含む）
の 命 は 自 ら が 守 る こ
と、または備えること。

住民
自治組織

自助

共助公助

【公助】
　 町 を は じ め、 警 察・ 消 防・
ライフラインを支える各社によ
る応急・復旧対策活動のこと。

【共助】
　 近 隣 が 互 い に 助 け
合 っ て 地 域 を 守 る こ
と、または備えること。

『自助／共助／公助』とは…。

【自治会などへ加入されていない方へのお願い】
　加入されていない方は、ぜひ自治会などへ加入し、
普段から地域の絆を深めておきましょう。 地域の一員
として、またご家族やご自身のためにも、ぜひ入会
をお願いいたします。

国保の手続きが必要なんです !!!退職しても…
就職しても…

●手続きをしないといろいろと大変…●
【入る手続きが遅れると】

　保険証が手元に無い期間に医療機関へかかる場合には、全額自己
負担となります。職場から証明書が届かないことが理由で、手続き
が遅れる際には、職場の健康保険組合にお問い合わせください。
※ただし、保険の手続き完了後に受診当時加入をしていた保険組合また

は医療機関から返金される場合もありますので、受診前に必ずご確認
ください。

　保険税は、国保の資格が発生した月から納めるものです。手続き
が遅れた場合でも、さかのぼって保険税を納めなければなりません。

【入るときに必要なもの】
●職場の健康保険などをやめた日付のわかる証明書

※手続きの際は、いずれの場合も身分証明書と印鑑（スタンプ式以外）、マイナンバーがわかるものが必要です。

※世帯主は、異動があったときから 14 日以内に、国保の窓口（役場１階保険年金課）へ届け出を行ってください。
※世帯主以外の方が手続きをする場合には委任状が必要です。
問い合わせ先　役場保険年金課　国民健康保険係　☎６８－２２１１（内線２５６）

その他の手続きについて

国保に入るとき
こんなとき 必要なもの

他の市町村から利根町に転入してきたとき 
（職場の健康保険に加入していない場合） 印鑑

子どもが生まれたとき 印鑑

生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止
決定通知書

外国籍の方が加入するとき 印鑑・在留カード

こんなとき 必要なもの
利根町から他の市町村に転出するとき 

（職場の健康保険に加入していない場合） 印鑑・保険証

死亡したとき 印鑑・保険証
（葬祭費の手続きあり ）

生活保護を受け始めたとき 印鑑・保険証・
保護開始決定通知書

外国籍の方がやめるとき 印鑑・保険証・
在留カード

国保をやめるとき

【やめる手続きが遅れると】
　就職して保険証が切り替わりの際、新しい保険証が届くま
でに手元にある国保の保険証を使用し医療を受けてしまう
と、国保が負担した医療費を返還していただくことになりま
す。
他の健康保険加入後、国保をやめる手続きをしないと、本来
必要のない国保税が課税されたままになってしまいます。

【やめるときに必要なもの】
●国保の保険証と職場の健康保険の保険証

　国民健康保険は、職場の健康保険などと違い、加入するとき
もやめるときも加入者自らが手続きをしなければなりません。

娘が４月から会社の
保険に入ったけど…

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の方へ

人 間 ド ッ ク・ 脳 ド ッ ク
検 診 費 用 助 成 の ご 案 内
　町では、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入して
いる方が、町の指定医療機関で人間ドックまたは脳ドックを受
診する場合に、検診費用の一部を助成しています。

助成対象者

申し込み・問い合わせ先　役場保険年金課　☎６８－２２１１
国民健康保険係（内線２４８）・後期医療係（内線２３９）

人間ドック 20,000 円 27,000 円脳ドック
※助成は人間ドックまたは脳ドックの、どちらか一方を同一年度内

１回に限ります。

【申込期間】
４月２日（月）～平成 31 年２月 28 日（木）

（土・日曜日・祝日・年末年始を除く）

午前８時 30 分～午後５時 15 分

指定医療機関 所在地 電話番号 人間ドック 脳ドック
取手北相馬保健医療センター
医師会病院健診センター 取手市野々井１９２６ ０２９７－７１－９５００ 〇 〇

ＪＡとりで総合医療センター 
健康管理センター 取手市本郷２－１－１ ０２９７－７４－０６２２ 〇 〇

東取手病院 取手市井野２６８ ０２９７－８４－１３２１ 〇 ×
牛久愛和総合病院 
総合健診センター 牛久市猪子町８９６ ０２９－８７３－４３３４ 〇 〇

セントラル総合クリニック 
健診センター 牛久市上柏田４－５８－１ ０２９－８７４－７９８５ 〇 〇

鳥越クリニック 
脳ドックセンター 牛久市女化町２２３－５ ０２９－８７４－８８２３ 〇 〇

平和台病院 
予防医療センター 我孫子市布佐８３４－２８ ０４－７１８９－１１１９ 〇 〇

筑波メディカルセンター 
つくば総合健診センター つくば市天久保１－３－１ ０２９－８５６－３５００ 〇 〇

筑波大学附属病院 
つくば予防医学研究センター つくば市天久保２－１－１ ０２９－８５３－４２０５ 〇 〇

霞ヶ浦成人病研究事業団　健診センター 
（東京医科大学茨城医療センター敷地内） 阿見町中央３－２０－１ ０２９－８８７－４５６３ 〇 〇

龍ケ崎済生会病院 
龍ケ崎済生会総合健診センター 龍ケ崎市中里１－１ ０２９７－６３－７１７８ 〇 〇

龍ケ崎大徳ヘルシークリニック 
大徳健診センター 龍ケ崎市大徳町１２９８－３ ０２９７－６１－００２６ 〇 ×

【指定医療機関一覧】

【申し込みからドック受診までの流れ】

①ご自身で指定医療機関（下記の表参照）へ予約をします。

※平成 30 年度からご自身で予約することが可能となりました。

②役場保険年金課へ助成の申請をします。被保険者証と印
鑑（スタンプ式は不可）を持って窓口までお越しください。

※助成の申請をされずに受診されると全額自己負担となります
のでご注意ください。また、４月中は保険年金課窓口が大変
混雑するため、長時間お待ちいただく場合がございます。

③ 助 成 申 請 書 に 予 約 し た 指 定 医 療 機 関 と 検 診 日 な ど を
記入された後、『助成決定通知書』を交付いたします。

④検診日当日、指定医療機関へ『助成決定通知書』をご提出
ください。

⑤検診費用から助成額を差し引いた金額を指定医療機関へ
支払います。

【助成額】

　

①国民健康保険に加入している 40 歳以上（検診日当日）
の方、または後期高齢者医療保険に加入されている方。

②国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の未納がな
い方、または完納見込みの方。

③同年度内に町が実施する集団健診および医療機関健診を
受診していない（受診しない）方。

※ 人間ドックまたは脳ドックの助成を受けられた方は、同一年
度内に町が実施する集団健診および医療機関健診を受診する
ことが出来ません。反対に町が実施する集団健診または医療
機関健診を受診された方は、同一年度内に人間ドックおよび
脳ドックの助成を受けることが出来ません。

※上記すべての条件に該当する方が対象となります。
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